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関西医療大学 車両通学に関する規程 

（趣  旨） 

第 １ 条 本学学生（科目等履修生、外国人留学生を含む。以下同じ。）が車両により、通学す 

る場合は、本規程による。 

（車  両） 

第 ２ 条 本規程で車両とは、自動車、別表１で示す自動二輪車等および自転車をいう。 

（禁 止） 

第 ３ 条 自動車および別表１で通学不可を示す自動二輪車等による通学は、禁止する。ただ 

し、学長が許可した者を除く。 

（登録申請） 

第 ４ 条 自転車および通学可の自動二輪車等で通学する場合は、別に定める様式により、登 

録申請をし、登録証明を受けなければならない。 

    ２ 登録証明は、在籍中有効とする。 

（安全運転の励行） 

第 ５ 条 自転車および自動二輪車等で通学する学生は、交通災害の防止および地域住民の生 

活環境を保全するため、安全運転につとめ、交通ルールを遵守しなければならない。 

（交通安全講習会） 

第 ６ 条 全学生の交通安全意識の高揚を図るため、本学において、交通安全講習会を開催す 

る。 

２ 新入生は、本講習会に必ず出席しなければならない。 

本講習会を理由なくして欠席した場合は、第４条の登録申請を受け付けないことが 

ある。 

３ 登録証明を受けた学生に対しても、本講習会への出席を求めることがある。 

     なお、本講習会を理由なくして欠席した場合は、第４条の登録を取り消すことがあ 

る。 

（違   反） 

第 ７ 条 本規程に違反した場合は、違反内容および回数等を調査し、登録を取り消し、また 

は学則により、懲戒処分の対象とすることがある。 

附  則 

１．この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

附  則 

１．この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
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附  則 

１．この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

１．この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附  則 

１．この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附  則 

１．この規程は、平成３０年１２月４日から施行する。 



（別表１）

　　　　　　　　　排気量
　　　　　　　　　又は出力
形状

排気量５０ｃｃ以下
出力６００W以下

排気量５０ｃｃ超
出力６００W超

自動二輪車 ○ ○

○

（輪距が５００mm未満）

○

（輪距が４６０mm未満）

×

（輪距が５００mm以上）

×

（輪距が４６０mm以上）

側車付き自動二輪車 × ×

自動三輪車

自動二輪車等一覧および通学可否

○通学可　×通学不可　　　　　　　　　※輪距とは左右の車輪の中心間距離


